業 務 概 要
本書は、大阪府（以下「発注者」という。）が発注する「大阪府夜間・祝日におけるＤＶ電話相談業務」を受託する者（以下「受注者」という。）の業務について、必要な事項を定めるものとする。
１．業務の名称
大阪府夜間・祝日ＤＶ電話相談業務
２．業務の目的
府配偶者暴力相談支援センターが対応していない夜間及び祝日等におけるＤＶ被害者からの電話相談を委託し、すき間なくＤＶ被害者からの電話相談に対応する。
※ＤＶ被害者とは、配偶者からの暴力を受けた者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）及び生活の本拠を共にする交際相手からの暴力を受けた者をいう。
＜（参考）府配偶者暴力相談支援センターが対応している時間＞
・大阪府女性相談センター
9：00～20：00（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）
9：00～17：00（土曜日・日曜日のみ）

・各大阪府子ども家庭センター（中央、箕面、吹田、東大阪、富田林、貝塚の６か所）
9：00～17：45（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）
３．業務の内容
（１）ＤＶ被害者からの電話相談の対応とその記録等
発注者及び国が作成するマニュアル等に基づき、専用電話に入電した電話に対応し、必要な助言、法制度の教示及び関係対応機関の案内等を行うとともに、その内容を記録する（緊急対応を要する場合は速やかにその内容を発注者及び発注者が指示する機関に報告する）。また、聴覚障がい者など電話による相談が困難な場合はＦＡＸによる相談に対応する。
（注）マニュアル等は改訂されることがある。
（２）想定される電話相談件数
年間延べ件数　約2,000件程度
（３）業務報告書の提出
日次業務報告書、月次業務報告書及び年次業務報告書の提出。
４．履行期間
令和８年６月１日（月）から令和９年３月３１日（水）まで
※ただし、電話相談業務は、下記１５に定める３日程度の研修の終了後、開始する。
５．費用分担
受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、発注者は、契約金額以外の費用を負担しない。
６．相談の対象者
大阪府内居住者に限らず、すべてのＤＶ被害者からの相談電話に対応する。また、ＤＶ被害者本人に限らず、親族、知人、福祉事務所、医療機関等からの相談電話にも対応する。
７．電話相談対応時間
（１）祝日及び年末年始
午前９時から翌午前９時まで
（２）土曜日及び日曜日
　　　午後５時から翌午前９時まで
（３）夜間（祝日及び年末年始を除く）
午後８時から翌午前９時まで（令和８年６月１日は午前０時から午前９時まで、令和９年３月３１日は午後８時から午後１２時まで）
※なお、午前９時までに受信した電話の通話が、午前９時を超えても続いた場合は、その電話が終了するまで対応すること。
※祝日とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年７月20日法律第178号）に規定する国民の祝日をいう。祝日が日曜日にあたるときは、振替休日を祝日として扱う。
※年末年始は、１２月２９日から１月３日までとする。
８．相談料金
相談は無料で実施する。
９．業務責任者の配置
受注者は、受託業務を円滑に運営するため、契約締結後、速やかに受託業務における責任者を指定し、発注者との連絡体制を確保すること。
１０．電話相談員の配置
受注者は、電話相談員を配置すること。上記７に定める電話相談対応時間は、常に専用電話に入電した電話に対応できるよう電話相談員を配置すること。
電話相談員は女性であることが望ましい。また、次のいずれかの者とすること。
　ア　精神保健福祉士（精神保健福祉士法第２条）、社会福祉士（社会福祉士及び介護福祉士法第２条第１項）、公認心理師（公認心理師法第２条）、臨床心理士のいずれかの資格を有する者

イ　保健師として母子保健事業に従事した経験を有する者（保健師助産師看護師法第２条）

ウ　保育士として児童及び保護者の指導に従事した経験を有する者（児童福祉法第18条の４）

エ　母子生活支援施設における母子支援員又は心理療法担当職員として従事した経験を有する者

オ　女性自立支援施設における指導員又は心理療法担当職員として従事した経験を有する者

カ　国又は地方公共団体から受託したＤＶ被害者の支援に関する業務に従事した経験を有する者
受注者は、契約の締結の後、速やかに電話相談員配置（予定）表を発注者に提出すること。電話相談員に異動があったときも同様とする。
発注者は、電話相談員として不適切と認めた者については、受注者と協議の上、交代させることができるものとし、当該交代に要する費用は受注者が負担する。
１１．電話回線等
発注者が用意する電話回線（NTT西日本のフレッツ光を利用したひかり電話）に入電した相談電話を、受注者の用意する電話回線に転送するため、受注者は、電話の転送を受けることができる本電話相談業務専用の電話回線２回線（電話用１回線及びＦＡＸ用１回線）を用意すること。
また、相談者の通知番号を記録するため、ナンバーディスプレイサービスに加入するとともに、対応電話機を用意すること。
受注者の用意する電話回線設置にかかる費用（契約料、設置工事などの費用）及び使用にかかる基本料金、通話料金（受注者が発信した通話料金）等は受注者が負担すること。電話機及びＦＡＸ送受信機は受注者が用意すること。
１２．相談電話配置場所
相談電話の配置場所は、大阪府内において、受注者が確保すること。配置場所は、通話の内容が外部に洩れないよう秘密の保持を図ること。
発注者は、あらかじめ相談電話設置場所を確認する。相談電話設置場所として不適切であると認めたときは、受注者と協議の上、必要な措置を講じさせることができるものとし、当該措置に要する費用は受注者が負担する。配置場所を変更したときも同様とする。
１３．相談記録の作成
各相談について、発注者指定の様式による電話相談記録票を作成すること。電話相談記録票は上記７に定める電話相談対応時間終了後直ちに、次の方法により発注者に送付すること。
・発注者が指定する電子メールアドレスあて送付する。データファイルはパスワード設定を行うほか、セキュリティに十分留意すること。
電話相談記録票に記載するため、電話相談員は不自然な方法により相談者から聞き出すことがないよう留意すること。（例：相談者が匿名を希望した場合は、その旨を表示し、電話相談記録票への氏名の記載を要しない。）
電話相談記録票の様式は必要に応じて改訂することがある。
１４．業務報告書の作成
（１）日次業務報告書
電話相談記録票の内容を取りまとめた、発注者指定の様式による日次業務報告書を、エクセルファイルにより作成すること。日次業務報告書は上記７に定める電話相談対応時間帯ごとに作成すること。
日次業務報告書は、次により発注者に提出すること。
・紙様式
毎月１日から月末までの日次業務報告書を、（毎年３月分は同年３月３１日）までに提出すること。

日次業務報告書の様式は必要に応じて改訂することがある。
（２）月次業務報告書
日次業務報告書の内容を取りまとめた、発注者指定の様式による月次業務報告書を、エクセルファイルにより作成すること。
月次業務報告書は、次により発注者に提出すること。
・紙様式
翌月１０日（令和９年３月分は同年３月３１日）までに提出すること。
月次業務報告書の様式は必要に応じて改訂することがある。
（３）年次業務報告書
履行期間内の相談件数を集計した、発注者指定の様式による年次業務報告書を、エクセルファイルにより作成すること。
年次業務報告書は、次により発注者に提出すること。
・紙様式
令和９年４月３０日までに提出すること。
年次業務報告書の様式は必要に応じて改訂することがある。
１５．研修の受講
受注者は、業務責任者及び電話相談員に、発注者が実施するＤＶ被害者支援に関する研修（履行期間中５日程度、このうち３日程度は履行期間開始後ただちに実施予定）を受講させること。研修の日時は発注者と受注者が協議のうえ決定することとし、受講に要する費用は受注者が負担する。
１６．業務連絡会議
　　受託業務の円滑な運営を確保するため、発注者と受注者による業務連絡会議を毎年度３回程度定期に又は臨時に実施する。受注者は、業務責任者を会議に出席させること。会議の日時は発注者と受注者が協議のうえ決定することとし、会議の出席に要する費用は受注者が負担する。
１７．受託業務の一括再委託の禁止

受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、受託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

１８．個人情報の保護

　　　受注者は、受託業務の実施にあたり、受注者自身及び当該従事者が個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法令等及び契約書別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置及び体制を講じること。
１９．その他
本書に定めのない事項について疑義を生じたときは、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。
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